
※代理人の方は原則として委任状が必要です。
　戸籍を直系親族以外が代理で請求する場合や、身分証明･独身証明･要件具備証明を本人以外の方が代理で

　請求する場合

 

生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年

月
日

受付 交付
その他(　　　　　　　   )

Ｒ４．１．１１改正

聴聞：　    　生年月日、　　　 氏名、　本籍地、　前住所地、　その他(　　　　　　　　)

　　（出生届・死亡届の写し等）

令和　　　年　　　月　　　日

職　員
記入欄

　　※  ❺に使いみち等を記入してください。

本人
確認

運免・パ・住B・マイ・身・在 手数料

□ その他（       　　　       　                                                 )

□ 死亡日の記載があるもの     　□ 氏の変更が分かるもの
□　　　　 　　から 　　　　　まで記載があるもの　　　セット

❷使用する方(申
請者)とのご関係

戸籍等証明書交付申請書

国・社・後高・介・年・住A

　　（婚姻・出生・離婚等）
通

※上記の記載が必要な場合は、☑をし、❺に使い
みち等を記入してください。

通

その他(　　　　　　　 　　　　)
診・学・キ・ク・通

   ( 　 　)
　○ 下記の必要事項にあてはまるときは、☑または、記入してください。

□←❷使用する方(申請者)と同じときは☑をしてください。

セット

その他(　　    　　　　　　 )

住　所
(所在地)

氏　名
(法人名等)

本人・夫・妻・子・孫・父母・祖父母

どこに提出し、何のために使用するか等、具体的に記入してください。

住　所

氏　名

❸ 窓口に来られた方 ❷使用する方(申請者)のときは、記入不要です。

❷ 使用する方（申請者）

氏  名 年　　 月 　　日

筆頭者 ②　戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)
      [戸籍に記載されている個人又は一部の方]

③　除　 籍

●届出の種類：出生届・死亡届・婚姻届・その他(　 　　　　)届

　足 利 市 長 あ て　　　　　　　

❶ どなたの証明が必要ですか  ❹ どの証明が必要ですか

本　籍
(国籍)

※偽りその他不正の手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。（戸籍法第１３３条等）
※窓口に来られた方の本人確認をさせていただきます。マイナンバーカード・運転免許証・旅券などの提示をお願いします。

【委任状が必要な場合】

番地

＊外国籍の方は国籍を記入（　　　　　　　　　　　　　　　）

※ その他 (  　　　　　   )の方は❺に使いみち等を記入してください 。

①　戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
　   [戸籍に記載されている方全員 ]

通 ⑥　身分証明
 足利市

通

フリガナ

□←❶の本籍と同じときは☑をしてください。

□←❶の氏名と同じときは☑をしてください。

⑪　労基法第１１１条の証明

⑦　一部事項証明

通

⑫　受理証明

　　届出日　　　　　年　　 　月　 　　日

通

□ 本籍・筆頭者　    □ 在外選挙人登録情報

　※ ❺に使いみち等を記入してください。

　　独身証明
⑧　　 ・
　　要件具備証明

通

⑨　分娩証明 通

⑩　その他（　    　　　　　 　 ）

通

⑬　届書記載事項証明

　　届出日　　　　　年　 　　月　 　　日

 ❺使いみち及び提出先

通

□ 出生から死亡までの連続した記載のあるもの　　　セット

　　　❶の方からみて、ご関係を○で囲んでください。　

●届出の日：　  月　 　日　　 ●届出をした役所：(　　　　　)市・区・町・村

電話　　　　　　（　　　）

電話　　　　　　（　　　）

※被相続人の出生～死亡までの連続した戸籍と相続人
の戸籍・住民票等を発行します。

　　　昭和・平成・令和　　　　年頃居住

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿記載のもの

 　　（昭和 ・ 平成）

　相続一切

＊戸籍の最初に書かれている方

同じ戸籍にのっている方全員が除籍
されているもの

通

通

④　改製原戸籍（謄本・抄本）

⑤　附　 票（全部・一部） 通

明・大・昭・平・令

＊最近(1か月以内)に戸籍の届出をされた方は、記入をお願いします。

全部・個人
謄本・抄本


